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Q. あなたが担当している利用者にかかる医療的な処置等について、人数内訳と種類をお答えくだ

さい。 

   ①医療的な処置等の有無（N＝2,589） 

     あり  66.7％、  なし  13.1％、   無回答  20.2％ 

   ②医療的処置等が必要な利用者数（N=1,726） 

     1人  22.4％、  2人  19.8％、  3人  16.7％ ・・・ 

   ③医療的な処置等にかかる種類及び人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護支援専門員の医療的知識等のスキルアップも必要。 

介護支援専門員への、医療側からの適時適切な情報提供が必要。 

医療職と介護職との連携が必要。 

医療的な処置等にかかる種類及び人数
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レスピレーター（人工呼吸器）

中心静脈栄養

気管切開の処置

モニター測定

喀痰吸引

疼痛の看護

経管栄養

ストーマ（人工肛門）の処置

じゅくそうの処置

カテーテル

点滴の管理

透析

インスリン注射

酸素療法

在宅で行われている医療的な処置等は多岐にわたり、介護支援専門

員には医療的な知識も求められる。 
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 ◎居宅介護支援事業所及び介護支援専門員業務の実態に関する調査（厚労省H26.3) 

 （主治医との連携に関する調査より） 

  ・ケアマネージャー：主治医との連携に関する悩み 

 

主治医と話し合

う機会が少ない 

主治医とのｺﾐｭﾆｹ

ｰｼｮﾝに苦手意識

を感じる 

主治医から協力

的な姿勢や対応

が得られない 

主治医に情報提

供しても活用さ

れない 

特にない・ 

その他 

６８．１％ ５８．４％ ５３．８％ ３３．０％ ３．９％ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   以上のように区民や関係機関のニーズ把握等の現状を把握することから区の在宅医療・介護連携の

課題を考えていきます。 

 

 

① 保健・介護・高齢・福祉関係の事業の把握 

 区役所内には、医師や地域活動を行っている保健師、精神保健福祉相談員、高齢者福祉を担当し

ている保健師や福祉職など地域において区民や関係機関と関わりを持つ職員がいます。本事業を進

めるにあたり、必要であれば参画してもらうよう働きかけるなどのマネジメントを行うことも必要

です。 

  【区役所】 

・保健担当：保健分野での関係機関とのかかわりのある事業等の経過や現状の把握 

（例：健康展や健康教育、開設の届出等からの関係機関との関係性など） 

・福祉担当：福祉分野での関係機関とのかかわりのある事業等の現状の把握 

（例：地域包括支援センター運営協議会の状況から得られる高齢者支援関係機関の現状や各区の高

齢者に関する会議の組織体制、介護関係事業所など区独自の取組みなど） 

・市民協働担当：地域との連携事業などの把握 

（例：区内地域における防災関係の取組みなど） 

・総務担当：区政会議等区役所の業務と地域の関係機関との連携状況を把握 

（例：区長裁量の業務など） 

 

 

 

 

医師とのコミュニケーションが苦手または協力的な姿勢や対応が得に

くいなどの障壁を感じると回答 

医療・介護の連携が不十分、スムーズに連携できる関係づくりが必要である。 
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④ 地域の関係団体及び各種会議（協議体）等の把握 

 地域の関係団体及び協議体等担当者、医療関係・介護関係・福祉関係の各種団体についての所在

地や担当者、また各種団体における連絡会や協議会等の開催の有無や事務局機能をどこが担ってい

るのかなどを確認します。 

 地域に存在する地域資源（組織・機関・人材（外部・内部ともに）等）や制度、事業等を抽出し、

それぞれの目的・機能及び、互いの連携・役割(分担)等の実態を把握します。 

例）社会資源 

・在宅医療・介護連携相談支援室 

・地区医師会 

・地区歯科医師会 

・地区薬剤師会 

・地域包括支援センター 

・訪問看護ステーション 

・居宅介護支援事業所 

・訪問介護事業所 

・区社会福祉協議会 

     制度や計画 

       ・介護保険制度、高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画、地域福祉計画 

       ・医療保険制度、保健医療計画・地域医療構想 

     事業 

       ・地域支援事業（認知症施策、地域包括支援センター業務、生活支援事業） 

       ・三師会や訪問看護ステーションが担ってきた事業 

※ 地域における、医療・介護関係の各分野においてキーパーソンとなる人物を把握し、積極

的に関係を構築していくことも重要です。 
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⑤ 区で在宅医療・介護連携を進めていくための予算及び事業内訳の確認 

   健康局から区に配付されている予算について、その額及び用途（（ア）（イ）（カ）（キ）に対す

る）について確認し、計画的に年間の執行計画を策定します。執行上の疑義がある場合、あるい

は協議を要する場合は、お気軽にお問合せください。 

    

 ◆地区診断（アセスメント）の進め方について 

 

 【方法】 

・ 区の現状を分析するには「定量的データ（数値等）」 

「定性的データ（日ごろの高齢者支援の現状等）」から地域の

強み、弱みの視点をもとに検討します。 

・ 定量的な現状把握で得られた情報は、視覚的に経時的な変

化、地域間比較等の解釈ができるように整理します。 

・ 定性的な現状把握で得られた情報は、職種ごとにまとめた 

り、課題を類型化するなど、地域の医療・介護の関係者と共 

有しやすくまとめます。 

・ 共有された情報を元に地域の医療・介護の関係者と、自区における強みや弱みを整理し、課題の

抽出を行います。（次ページ「強みと弱み整理表（記載例）」参照） 

・ 課題に応じた対応策を検討します。 

（検討された取組みは、優先順位や短期的に取り組むもの、長期的に取り組むもの等を明確にすると

共に、誰がいつ、実施していくか役割分担をすることも重要である。） 

・ 検討された対応策の実施に係る区役所と地区医師会等関係団体の役割や事業の年間計画等を作成

し、関係機関と共有します。（西区の年間計画例参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地域の医療・介護の関係団体等と現状や課題、対応策、地域

で目指す理想像（目的）を共有する。 

区役所（行政）

に求められる役

割のひとつに

「データの収集

及び課題整理」

があります。 

重要！ 
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◆介護、区の高齢者等の区の現状を把握し、区における在宅医療・介護連携の推進のために必要な課題

を分析する方法の例 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

厚生労働省作成プラン強化セミナー資料 
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（２）在宅医療・介護連携推進会議                                        

在宅医療は、医師に加え、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリ関係職種等多くの職種によって提供

されます。これに介護関係職種を加えた多職種による真に包括的なケアのための協働・連携の体制を整

えることが必要です。 

区の在宅医療・介護の現状を踏まえたうえで、区役所が中心となり、在宅医療・介護連携の課題を抽

出し、対応策を検討するための医療側の関係職種、介護事業者等の介護関係職種の参画する会議を開催

します。 

会議の開催にあたっては、既存の高齢者支援の会議体との関係性も十分考慮することが必要です。 

◆在宅医療・介護連携推進会議開催要綱の例 

 

 

○○区在宅医療・介護連携推進会議開催要綱 

 

（目的） 

第1条 ○○区における在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の課題を抽出し、その対応策を検討

すること等を目的として、○○区在宅医療・介護連携推進会議（以下、「推進会議」という。）を開催する。 

 

（業務） 

第2条 推進会議の業務は、次のとおりとする。 

（１） 在宅医療及び介護の提供状況、在宅医療・介護連携に関する取組の現状把握 

（２） 課題（情報共有のルール策定、切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築、主治医・副主治

医制導入の検討、医療・介護のネットワークづくり、顔の見える関係づくり、住民啓発等）の抽

出及び対応策の検討 

（３）対応策の実施に向けた企画の検討・調整 

（４）その他在宅医療・介護連携の推進に必要な事項 

 

（組織） 

第3条 推進会議は在宅医療及び介護の関係者によって構成する。また、必要に応じて適切な助言者等の

参加を求めることができる。 

 

（運営） 

第4条 推進会議の運営は△△課で行う。 

 

（守秘義務） 

第5条 推進会議の構成員及び出席者は、推進会議で知りえた個人情報を漏らしてはならない。 

 

（施行の細目） 

第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に必要な事項は、△△課長が別に定める。 

 

附則 

この要綱は、平成27年 月 日から施行する。 
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◆在宅医療・介護連携推進会議構成委員の例 

  

 構成委員の例 

医療 

医師会：会長、担当理事、事務長など 

歯科医師会：会長、担当理事、事務長など 

薬剤師会：会長、担当理事、事務長など 

訪問看護ステーション連絡会：代表など 

区内病院：医師、看護師、医療ソーシャルワーカー（地域医療連携室）など 

在宅医療・介護連携支援コーディネーター（市） 

在宅医療推進コーディネータ（府） 

介護 

地域包括支援センター：管理者など 

居宅介護支援事業者連絡会：代表など 

訪問介護事業所連絡会：代表など 

介護施設連絡会：代表など 

地域 

区社会福祉協議会：事務局長など  ※地域の立場として参加 

民生委員児童委員協議会：会長、副会長など 

地域振興会、地域女性団体協議会、老人クラブ連合会など 

行政 

区役所：区長、副区長、医師、保健担当課長、福祉担当課長、保健及び福祉担当係長、

地域活動担当係長、高齢者福祉担当係長など 
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◆区における会議体の実例 

 課題や対応策についての検討の結果、それぞれの項目について更なる検討が必要となる場合はワ

ーキンググループ等を設置するなど、多層構造の会議体にすることも有効です。 

 

【会議の組織図】 
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（参考） 

◆各区における認知症に関するネットワーク会議と在宅医療介護連携推進会議の会議開催形式の例につい

て（情報提供） 

 これまでも「区認知症施策推進会議」と「在宅医療・介護連携推進会議」は検討する内容や各委員が

重複している等のご意見があり、福祉局と情報交換を行い、資料のとおり「会議開催形式の例および各区

における会議実施状況」として各課長会において情報提供していますので会議の効率的運営の参考として

ください。 

 

平成 29年 3月 7日 

各区 福祉担当課長様 

福 祉 局 高 齢 者 施 策 部 

認 知 症 施 策 担 当 課 長 

(担当：松本 ℡6208-8051) 

 

各区における認知症に関するネットワーク会議と在宅医療介護連携推進会議の 

会議開催形式の例について（情報提供） 

 

平成 29年度より新たに、認知症初期集中支援推進事業を実施する地域包括支援センターを認知症施策の

推進拠点と位置付け、「認知症強化型地域包括支援センター」とし、各区の認知症施策の推進をより強化す

るため、区認知症ネットワーク会議と認知症初期集中支援推進事業の関係者会議を統合した「区認知症施策

推進会議（仮称）」を開催することとしており、平成２９年２月の福祉担当課長会において、既存の会議と

の組合せ等による効率的運営に対する区の協力についてご説明させていただいたところです。 

また、「在宅医療・介護連携推進会議」については、平成 27 年度より、在宅医療・介護連携の現状を把

握し、課題の抽出、対応策を検討することを目的に各区において開催していただいているところです。 

つきましては、両会議について、健康局と情報交換を行い、別紙のとおり「会議開催形式の例および各

区における会議実施状況」を作成しましたので、会議の効率的運営の参考としてください。 
 

 
参考  「区認知症施策推進会議（仮称）」と「在宅医療・介護連携推進会議」の概要 

 区認知症施策推進会議（仮称） 在宅医療・介護連携推進会議 

構成 
・ 
概要 

区内の認知症にかかる課題や各関係機関の取り
組み等を検討する組織代表者級の会議 
（別途、実務者レベルの取り組みとして、認知症支
援にかかる個別の事業や具体地域の課題等を検
討する会議を年 4回程度開催） 

区内の在宅医療・介護連携にかかる課題や各関
係機関の連携における課題を抽出し、対応策を
検討する組織代表者級の会議 
（部会やワーキンググループ等実務者レベルの会
議を構成している区もある） 

目的 
地域の関係機関で認知症にかかる課題を協議
し、区全体で認知症高齢者等支援の取り組みを
一体的に推進する 

在宅医療と介護の連携を推進するため、地域の
課題を抽出し、対応策の検討及び区民等への普
及啓発に関する検討を行う 

参加者 

地区医師会、認知症サポート医、歯科医師会、薬
剤師会、地域包括支援センター及びブランチ、認
知症初期集中支援チーム、地域支援推進員、区
社会福祉協議会、民生委員、町会関係者、区役
所関係課、局担当 …等 
※各区のネットワークや検討課題に応じ必要な参
加者を調整（家族会、警察、金融機関 等） 

地区医師会、歯科医師会、薬剤師会、訪問看護ス
テーション連絡会、地域包括支援センター、居宅
介護事業者連絡会、介護施設連絡会、区社会福
祉協議会、区役所関係課 …等 
※各区の状況に応じ参加者を選任している（通所
介護事業者所連絡会、ブランチ、区内病院のｿｰｼ
ｬﾙﾜｰｶｰ、在宅医療ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ、民生委員 等） 

主な 
議題 

(1)区内認知症高齢者等の状況や関係機関の取り
組み、地域課題等の共有 

(2)意見交換、取り組みの方向性等検討 

区 区内の在宅医療・介護連携に関する取り組みや
社会資源、地域課題の共有と解決策の検討 等 

頻度 年２回程度 各区の状況に応じて、回数は異なる 

資料 
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事務局 
認知症強化型地域包括支援センター 
（医師会、区役所等との連名・共催も可能） 

各区役所保健福祉課（主に保健担当） 

 

別紙 認知症に関するネットワーク会議と在宅医療介護連携推進会議の実施状況（平成 29年 1月調査） 

 会議開催形式 実施区 

Ａ 

個別に開催 下記以外の区 

Ｂ 

個別の会議体としての位置づけではあるが、開催については、同日に実施し、
一部・二部制としている 

 

Ｃ 

医介連携を主とした会議の一議題として認知症を取り扱う  

Ｄ 

認知症を主とした会議の一議題として医介連携を取り扱う 鶴見区 

Ｅ 

ひとつの会議体ではあるが、開催回により主として取り扱う議題を変え、開
催ごとに位置づけが変わる 

生野区 

F 

医介連携の会議を親会とし、認知症の会議をその部会として取り扱う  

 

 

 

  

認知症 医介連携 

認知症 

医介連携 第1部 

第2部 

医介連携 

認知症 

認知症 

医介連携 

認知症 医介連携 認知症 医介連携 

6月    →    8月   →    10月   →   12月 

≠ 

認知症 

認知症   

医療介護連携 親会 
 
 
部会 
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平成28年度「西区在宅医療・介護連携推進事業」年間計画

5月 6月☆ 7月☆ 8月 9月☆ 10月 11月☆ 12月 1月☆ 2月 3月☆

在宅医療
連絡部会

介護関連事業
者等

連絡部会

（モデル事
業）

推進会議

啓発

在宅医療推進コーディネータ

（及び「地域連携室」）ワーキング

（６月・７月・９月・１１月）

合
同
研
修
会

７月 第１回
【役割確認】

・モデル事業の開始

・コーディネータのあり

方

・医療機関ネットワーク
の充実

・在宅診療医・協力医師

の拡充策

11月 第２回
・モデル事業中間評価

・在宅医療推進コーディネータと在介コーディネータの整

理

・意識（実態）調査 中間集計

３月 第３回
・最終確認

・モデル事業評価

・29年度事業案

・意識（実態）調査まとめ

７月 第１回
・年間計画確認

９月 第２回
・コーディネータのあ

り方

・モデル事業の

進捗確認

・在宅医療を専門的
に行う診療所につい

て

１１月 第３回
・コーディネータ

のあり方

・モデル事業中間時点

での課題・問題点の整

理

１月 第４回
・モデル事業の総括

・課題の整理

プレモデル事例検討会
２月 第４回
・事例総括

・事例報告まとめ

・モデル事業の総括（案）
・意識（実態）調査まとめ

３月 第５回
・モデル事業の拡

充案

準備期間

・関係機関調整

・実施単位案の設定

・中学校区単位か

地域単位か

・病院中心か在宅診療

医中心か

９月 第１回
・事例検討（介護）

医療と介護の連携に関

する事例

・課題の抽出

・モデル事業の進捗確認

・区民啓発について

・研修会内容

平成２７年度準備済の

「概要版」のパンフレット（8月）
パワーポイント版の作成

資料を用いた色々な場面（会議・イベント他）での啓発・ホームページ（第１回推進会議後立ち上げ）やFBの活用、関係団体への啓発

意識（実態）調査（住民対象/支援者対象）

広報 かぜ

３月号掲載

（原稿１２月）

連
携

平成28年度のポイント

○モデル事業の推進（重点時期：上半期）

○区民への啓発（重点時期：下半期）

○在宅医療推進コーディネータと在宅医療・介護連携支援コーディネータ

（以下、在介コーディネータ）の整理（～11月）
☆認知症等高齢者支援地域連携事業

報
告

評
価
・指
示

１１月 第２回
・事例検討（医療）

医療と介護の連携に関す

る事例
・課題の抽出

・モデル事業の進捗確認

・区民啓発について

・研修会スケジュール

・第１回の振返り

１月 第３回
・事例検討（包括）

医療と介護の連携に関

する事例

・課題の抽出

・モデル事業の総括

（案）

・区民啓発について

・第２回の振返り

還
元

還
元

多職種交流会（８月）

◆在宅医療・介護連携推進事業年間計画の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年間計画例（西区） 
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◆在宅医療・介護連携推進会議 

【具体的な進め方の例】 

① 議等での議題や

情報提供 

②会議の中で出てきた

課題等 

③解決に向けた

取り組みなど 

② 対応する事業

項目 

・区民へのアンケート調査 
区民の在宅での看取り

に対する認識が不十分 

区民向けリーフレット

の作成 （キ）地域住民への普

及啓発 ・在宅（自宅）での看取り

件数 
区民向け講演会の実施 

・大阪市高齢者実態調査よ

り 

・医療・介護関係機関への

聞き取り等 

医師や看護師の介護に

関する理解が難しい 

多職種研修の実施など 
（カ）医療・介護関係

者の研修 
ヘルパーやケアマネな

どの介護職員の医療に

関する理解が難しい 

医療・介護関係者のス

ムーズな連携のための

リストが欲しい 

関係者向けのリストの

作成 

（ア）地域の医療・介

護の資源の把握 

・基礎データ 

（地域の統計データ） 

高齢者人口に対して在

宅医が少ない・訪問看

護事業所が少ない 

訪問診療の区内完結率

が低い 

バックアップ体制の検

討（在宅医療・介護連

携支援コーディネータ

ーとの連携） 

（ウ）切れ目のない在

宅医療と介護の提供体

制の構築推進 

※会議等で提供する情報については、すべてを新たに調査するのではなく、すでに収集・公表されてい

るデータを有効活用することも重要です。 

 

 

 

〇 本事業を進めていくには、特に地区医師会との連携が非常に重要です。医師会のこれまでの取組みや

実績等を配慮し、担当理事や事務局と信頼関係を築いていくためには『会いに行く!』ことが大切です。 

○ 事業をすすめていくには、区役所内の医師、保健師、栄養士等の専門職とも連携を図り、必要に応じ

て協力・参画してもらいましょう。 

○ 医療・介護関係者からの連携に関する相談を受け、実態把握に努めている在宅医療・介護連携支援コ

ーディネーターや受託法人とも連携を図ります。 

○ 大阪市介護保険事業計画や大阪府保健医療計画（地域医療構想）についてもよく理解しておくことが

必要です。 

ポイント 


